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下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について 

（通達） 

 平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の

管理について」（以下「管理通達」という。）記第１２の定めに基づき、標記の実

施等について下記のとおり定めましたので、これによってください。 

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。 



 

 

                  記 

第１ 総則 

１ 用語の定義 

この通達における用語の意義は、管理通達記第１の２に定めるところによる

ほか、次に定めるところによる。 

⑴ 事務局の課等 下級裁判所の課及び下級裁判所の裁判部をいう。 

⑵ 総務課等 事務局総務課、庶務第一課、事務課、庶務課又は事務部第一課

をいう。 

⑶ 主管課等 当該司法行政文書に係る事務を所管する事務局の課等をいう。 

⑷ 主管係 主管課等において、当該司法行政文書に係る事務を所管する部署

をいう。 

⑸ 文書管理情報 司法行政文書の管理上必要な情報をいう。 

⑹ 電子文書 司法行政文書のうち、電磁的記録であるものをいう。 

２ 実施細目 

⑴ 高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長（以下「裁判所の長」と

いう。）は、管理通達及びこの通達の実施に必要な事項につき、実施細目を

定めるものとする。ただし、管理通達記第２の１の⑶のイ及びこの通達に定

める総括文書管理者が行うこととされている事務について実施細目で定める

場合には当該総括文書管理者と、管理通達記第２の３の⑶のイ及びこの通達

に定める文書管理者が行うこととされている事務について実施細目で定める

場合には当該文書管理者とそれぞれ協議の上、定めるものとする。 

⑵ 簡易裁判所に係る実施細目は、その所在地を管轄する地方裁判所の長が定

める。 

⑶ 裁判所の長は、⑴の実施細目（地方裁判所にあっては、管内簡易裁判所に

係るものを含む。）を定め、又は改正したときは、高等裁判所にあっては秘

書課長に、地方裁判所及び家庭裁判所にあっては秘書課長及びその所在地を



 

 

管轄する高等裁判所に、速やかにその旨を報告するものとする。 

第２  司法行政文書の接受 

１  受付事務 

⑴ 司法行政文書の受付事務は、総務課等がその受付所において取り扱う。た

だし、電子決裁システム、電子メール、ファクシミリ、使送等により送付さ

れた司法行政文書を事務局の課等又は名宛人が直接受領するときは、当該事

務局の課等又は名宛人において取り扱う。 

⑵  総務課等の受付所は、庁舎内の適宜の場所に置く。 

⑶  執務時間外における司法行政文書の受付事務は、当直員に取り扱わせるこ

とができる。 

⑷ 送付を受けた司法行政文書について、主管課等又は主管係が不明である場

合に、当該司法行政文書の受付事務を行う部署は、次のとおりとする。 

ア 主管課等が不明の場合 総務課等に属する部署であって、裁判所の長が

実施細目で定めるもの 

イ 主管係が不明の場合 主管課等に属する部署であって、裁判所の長が実

施細目で定めるもの 

２ 受付手続 

⑴ 総務課等の受付所において電子文書以外の司法行政文書を受け付けたとき 

は、封筒又は司法行政文書の余白に受付日付印（別紙様式第１の１）を押す。 

この場合において、司法行政文書が書留郵便物であるときは、特殊文書受付

簿（別紙様式第２）に所要の事項を記載する。 

⑵  当直員が電子文書以外の司法行政文書を受け付けたときは、封筒又は司法

行政文書の余白に当直受付日付印（別紙様式第１の２）を押す。この場合に

おいて、司法行政文書が書留郵便物又は使送による司法行政文書であるとき

は、当直文書受付簿（様式は、別紙様式第２に同じ。）に所要の事項を記載

し、その他の司法行政文書であるときは、主管課等ごとに取りまとめ、当直



 

 

文書受付簿に通数を記載し、受け付けた司法行政文書は、当直事務終了後、

速やかに総務課等に引き継ぐ。 

３  配布 

⑴ 総務課等は、受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布す

る。この場合において、当該司法行政文書が特殊文書受付簿又は当直文書受

付簿に記載した司法行政文書であるときは、それぞれの受付簿をもってその

授受を明らかにしなければならない。 

⑵ 電子決裁システム、電子メール、ファクシミリ、使送等により司法行政文

書の送付を受けた部署は、当該司法行政文書の主管係ではないことが判明し

た場合には、当該司法行政文書をその主管係に配布する。電子決裁システム

により事務局の課等に宛てて送付を受けた司法行政文書の主管課等が異なる

場合には、１の⑷のイの定めにより裁判所の長が定める部署が当該配布事務

を行う。 

⑶ 電子決裁システムにより送付を受けた司法行政文書を配布するときは、主

管係を電子決裁システムに登録した上で、配布しなければならない。 

４ 開封 

⑴ 封書は、「秘」、「親展」等の表示のあるものを除き、主管課等において

開封する。ただし、主管課等が明らかでない封書については、総務課等にお

いて開封する。 

⑵ 「秘」、「親展」等の表示のある封書は、名宛人又は名宛人の指定した者

が開封する。 

５  受理 

⑴ア 主管課等は、司法行政文書（管理通達記第４の３の⑷に定める保存期間 

を１年以上とする必要のない司法行政文書（以下「短期保有文書」という。 

）を除く。以下⑴において同じ。）を直接受領し、又はその配布を受けた

ときは、当該司法行政文書の受理を電子決裁システムの受付の機能を利用



 

 

して行うものとする。この場合においては、次に掲げる事項その他の文書

管理情報を電子決裁システムに登録する。 

（ア）件名 

（イ）受理した日 

（ウ）文書番号 

イ アの定めにかかわらず、処理に係る事案に応じて、文書管理者の判断に

より、次のいずれかの方法によるときは、当該方法をもってアの登録に代

えることができる。 

   （ア）当該司法行政文書の文書管理情報を記載した帳簿を作成し、当該帳簿

を電子決裁システムに登録して管理する方法 

   （イ）同種かつ多数の司法行政文書を受理する場合に、これらをまとめて第

４のなお書きに定める取扱いにより資料文書として登録する方法 

⑵ 文書番号は、次のとおりとする。 

ア 文書番号は、主管課記号及び進行番号によって構成する。 

イ 主管課記号は、庁名及び主管課等名を表す文字を用いる。 

ウ 進行番号は、電子決裁システムに登録した主管課記号別の番号とし、暦

年ごとに更新する。 

⑶ 主管課等は、直接受領し、又は配布を受けた司法行政文書が電子文書以外

のものであるときは、当該司法行政文書の第１ページの余白に受理印（別紙 

様式第１の３）を押し、受理した日及び主管課等名を明らかにするとともに、 

短期保有文書を除き、受理印の所定の箇所に進行番号を記載する。 

６ 現金書留郵便物の取扱い 

⑴ 現金書留郵便物の取扱いについては、取扱者の範囲を限定し、授受及び保

管に注意しなければならない。 

⑵ 裁判所の長は、現金書留郵便物の取扱いを定める。 

７ 金銭等添付文書の取扱い 



 

 

主管課等が現金又は有価証券その他の有価物が添付された司法行政文書を直 

接受領し、又はその配布を受けたときは、当該司法行政文書の余白にその金額、 

種類、数量等を、確認した者を明らかにして記載しなければならない。ただし、 

電子決裁システムにその金額、種類、数量等を登録したときは、これを省略す

ることができる。 

８ 開封の特例 

裁判所の長は、その庁の実情により特に必要があるときは、総務課等におい

て他の主管課等宛ての封書（「秘」、「親展」等の表示のあるものを除く。） 

の開封を行う旨を実施細目に定めることができる。 

第３  司法行政文書の処理 

１  司法行政文書の起案 

⑴ア 司法行政文書（短期保有文書を除く。以下１において同じ。）を起案し

たときは、その起案をした者（以下「起案担当者」という。）は、当該司

法行政文書について、次に掲げる事項その他の文書管理情報を電子決裁シ

ステムに登録する。 

（ア）件名 

（イ）起案した日 

（ウ）文書番号 

（エ）大分類、中分類及び名称（小分類） 

（オ）共有区分（当該司法行政文書及びその文書管理情報を電子決裁システ

ム上で閲覧できる者の範囲をいう。） 

（カ）決裁の区分 

（キ）秘密文書の指定区分及び指定期間満了日（当該司法行政文書が秘密文

書に指定された場合に限る。） 

イ アの定めにかかわらず、処理に係る事案に応じて、文書管理者の判断に

より、次のいずれかの方法によるときは、当該方法をもってアの登録に代



 

 

えることができる。 

（ア）当該司法行政文書の文書管理情報を記載した帳簿を作成し、当該帳簿

を電子決裁システムに登録して管理する方法 

 （イ）同種かつ多数の司法行政文書を起案する場合に、これらをまとめて第

４のなお書きに定める取扱いにより資料文書として登録する方法 

ウ アの定めにかかわらず、文書管理情報を登録することができ、電子決裁

システムに連携することにより文書管理を行うことができる司法行政事務

を処理するための情報システム（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワ

ーク及び記録媒体で構成されるものであって、これらの全体で事務処理を

行うものをいう。以下同じ。）を利用して司法行政文書を起案する場合に

は、当該情報システムにおいて、その仕様に応じた文書管理情報を登録す

れば足りる。 

⑵ 決裁の区分及び種別は、実施細目で定める。 

⑶ 裁判所の長、知的財産高等裁判所長若しくは支部長、簡易裁判所の司法行

政事務掌理裁判官又は事務局長若しくは知的財産高等裁判所事務局長の決裁

は、特別の取扱いを必要とする場合を除き、総務課等を通じて受ける。 

２ 関係課等の長の決裁 

⑴  起案した司法行政文書（以下「起案文書」という。）の内容が、他の事務

局の課等の事務と密接に関連するものであるときは、主管課等の長及び当該

他の事務局の課等（以下「関係課等」という。）の長の決裁を受けなければ

ならない。 

⑵ 主管課等の長の決裁を受ける前に、起案文書の内容につき、関係課等の長

の同意が得られ、それを起案文書に表示しているときは、⑴の定めにかかわ

らず、関係課等の長の決裁を要しない。 

⑶ ⑵に定める同意を得た起案文書について、その内容を変更したときは、そ 

の旨を関係課等に通知した上、変更した内容について⑴に定める決裁を受け、



 

 

又は⑵に定める同意を得なければならない。 

３ 決裁日の登録 

起案担当者は、決裁を受けた起案文書（短期保有文書を除く。）の決裁日を

電子決裁システムに登録する。ただし、１の⑴のイの（ア）又は同ウの定めに

よる場合には、決裁日を所定の帳簿に記載し、又は情報システムに登録する。 

４ 供覧手続 

受理した司法行政文書について供覧を受ける手続は、決裁手続に準ずる。 

５  同時決裁 

司法行政文書に関し報告、回答等を要する場合又は許可、認可等の処分を要

する場合において、事案が定型的なものであるときその他特別の考案を要しな

いものであるときは、当該司法行政文書の供覧は、決裁手続と併せて行うこと

ができる。 

６  発送手続 

⑴ 司法行政文書（短期保有文書を除く。）の発送は、電子決裁システムの施

行の機能を利用して行うものとする。ただし、必要に応じて、電子メール、

ファクシミリ、郵便又は使送便その他適当な方法により発送することができ

る。 

  なお、短期保有文書の発送は、電子メール、ファクシミリ、郵便又は使送

便その他適当な方法により行う。 

⑵ 発送する司法行政文書（短期保有文書を除く。）には、日付及び文書番号

を記載し、必要に応じて発信者の職印を押す。ただし、書簡及び事務連絡文

書については、文書番号の記載を要しない。 

  なお、発送する短期保有文書には、日付を記載し、必要に応じて発信者の

職印を押す。 

⑶ 事務局の課等が郵送し、又は使送する司法行政文書は、別段の定めのない

限り、総務課等がこれを取りまとめた上、郵送又は使送の手続を行う。 



 

 

⑷ 使送するときは、送付簿（別紙様式第３）をもって司法行政文書の授受を

明らかにしなければならない。 

⑸ 司法行政文書（短期保有文書を除く。）を発送するときは、発送日を電子

決裁システムに登録する。 

⑹ 秘密文書を郵送により発送するときは、封筒の表に「秘」又は「親展」と

表示する。 

第４ 資料文書の登録 

事務局の課等は、起案文書及び第２の５の定めにより受理した司法行政文書以 

外の司法行政文書（短期保有文書を除く。以下第４において「資料文書」という。 

）を作成し、又は取得したときは、当該資料文書に係る文書管理情報を電子決裁

システムに登録し、当該資料文書を第８の定めにより保存する。なお、同種かつ

多数の司法行政文書を受理し、又は起案するときは、対象となる司法行政文書を

特定した上で、まとめて資料文書として取り扱うことができるものとする。 

第５ 情報システム及びウェブサイト等における文書管理 

事務局の課等は、司法行政事務を処理するための情報システム及びウェブサイ

ト等（ウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）並び

に職員向けホームページ及びポータルサイトをいう。以下同じ。）において管理

している電子文書（電子文書を構成するデータを含む。）を適切に管理する。 

第６ 司法行政文書の閲覧及び借出し 

１ 職員は、司法行政文書を閲覧し、又は閲覧のため借り出すことができる。 

２ 司法行政文書の閲覧及び借出しの手続は、実施細目で定める。 

第７  司法行政文書の整理 

１  ファイルによる管理 

⑴ 司法行政文書（短期保有文書を除く。）は、事務局の課等ごとにファイル

単位で管理する。 

⑵ ファイルを作成したときは、これを電子決裁システムに登録する。 



 

 

２ 保存期間表 

⑴ 管理通達記第４の３の⑴の標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」と

いう。）の様式は、別紙様式第４のとおりとする。 

⑵ 管理通達記第４の３の⑵のただし書の秘書課長が定める保存期間表の例は、

別表第１から別表第３までの標準文書保存期間基準（保存期間表）例とする。 

⑶ 文書管理者は、管理通達記第４の３の⑴の定めにより定めた保存期間表に

ついて、必要があると認めるときはその変更をしなければならない。 

⑷ 文書管理者は、保存期間表を管理通達記第４の３の⑴の定めにより定め、

又は⑶の定めにより変更したときは、その旨を総括文書管理者に報告しなけ

ればならない。 

第８ 司法行政文書の保存 

１ 電子文書（短期保有文書を除く。）は、電子決裁システム、共有フォルダ（ 

多機能サーバ及びクラウドサービス上に構築するものに限る。以下同じ。）、

情報システム又はウェブサイト等に保存する。ただし、電子決裁システム以外

のものに保存する電子文書については、フォルダ、情報システム及びウェブサ

イト等へのアクセス制御並びに電子文書のセキュリティ強化等により改ざん、

漏えい等を防止するとともに、適正かつ確実に利用することができる適切な方

法により保存する。 

２ 電子文書を保存する共有フォルダには、保存期間の満了する日を含む名称を

付す。 

３ 電子文書以外の司法行政文書（短期保有文書を除く。）は、ファイルごとに

物理的な簿冊（以下「事務記録」という。）にまとめる方法により保存する。

ただし、年度ごとに分界紙で仕切る等、ファイル単位による文書管理に支障が

生じない措置を講じたときは、複数の事務記録を合冊することができる。 

４ 事務記録には、背表紙（別紙様式第５）を付す。この場合において、必要に

応じ、所定の事項を記載した目録（別紙様式第６）を付すことができる。 



 

 

５ 短期保有文書は、第１１の２の⑸の定めによる廃棄をするまでの間、年度ご

とに、又は業務ごとに、共有フォルダ又は簿冊にまとめる等適切に管理しなけ

ればならない。 

第９ ファイル管理簿 

１ ファイル管理簿の様式は、別紙様式第７のとおりとする。 

２ 管理通達記第６の２の定めによるファイル管理簿への記載又はその記載の削

除は、総括文書管理者が定める期限までにしなければならない。 

３ 文書管理者は、その管理するファイルについて、管理通達記第７の２の定め

による保存期間及び保存期間の満了する日の延長、第１２の１の定めによる所 

管換え等により、管理通達記第６の２の⑴に掲げる事項に変更が生じたときは、

当該変更についてファイル管理簿の記載事項を更新しなければならない。 

４ 文書管理者は、管理通達記第６の２の定めによるファイル管理簿への記載若

しくはその記載の削除又は３の定めによるファイル管理簿の記載事項の更新を

したときは、その旨を総括文書管理者に速やかに報告しなければならない。 

５ 総括文書管理者は、事務局の課等のファイル管理簿を取りまとめ、所属する

裁判所のファイル管理簿を調製する。 

第１０ 統合及び分割 

１ 文書管理者は、必要があると認めるときは、ファイルを統合し、又は分割す

ることができる。 

２ 文書管理者は、ファイルを統合し、又は分割したときは、電子決裁システム

にその旨を登録しなければならない。 

第１１  司法行政文書の保存期間等の延長及び廃棄  

１ 保存期間等の延長 

⑴ 文書管理者は、管理通達記第７の２の⑵に定める職務遂行上の必要性を検

討するに当たっては、保存期間が満了するファイルにまとめられた司法行政

文書に基づいて現に事務が行われているなど当該司法行政文書を職務の遂行



 

 

上必要とする事情や、国民に説明する責務を全うするために当該司法行政文

書を必要とする事情等を考慮するものとする。 

⑵ 文書管理者は、管理通達記第７の２の定めによりファイルの保存期間及び

保存期間の満了する日を延長したときは、延長後の保存期間及び保存期間の

満了する日を電子決裁システムに登録するとともに、電子文書を保存する共

有フォルダに付された名称に含まれる保存期間の満了する日を更新し、又は 

事務記録の背表紙に延長後の保存期間及び保存期間の満了する日を記載する。 

２  廃棄 

⑴ 管理通達記第７の３の⑵の定めによるファイルの廃棄は、総括文書管理者

の承認を得て、速やかに行わなければならない。 

⑵ 文書管理者は、ファイルを廃棄するときは、電子決裁システムにその旨を

登録しなければならない。 

⑶ 管理通達記第７の３の⑶の廃棄簿の様式は、別紙様式第８のとおりとする。 

⑷ 管理通達記第７の３の⑶の定めによる廃棄簿への記載は、第９の２に定め

る期限までにしなければならない。 

⑸ 短期保有文書については、事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

るものとする。 

⑹ 短期保有文書であって、管理通達記第４の３の⑷のアからキまでに該当し 

ないものについて事務処理上必要な期間が満了し、廃棄しようとするときは、 

文書管理者が、管理通達記第４の３の⑵のウ若しくはエ又は同⑸に定める司

法行政文書に該当しないかを確認し、廃棄するものとする。この場合におい

て、文書管理者は、廃棄した短期保有文書に係る業務の類型及び廃棄をした

日について記録し、総括文書管理者があらかじめ定めた一定の期間終了後、

これを総括文書管理者に報告するものとする。 

⑺ 総括文書管理者は、⑹の定めによる報告を取りまとめ、速やかに公表する

ものとする。 



 

 

⑻ 司法行政文書を廃棄する場合には、データの抹消、データベースへのアク

セスの切断、細断、溶解等再利用できないよう適切な方法により処分しなけ

ればならない。 

第１２ 所管換えの手続 

１ 文書管理者は、組織の改廃、事務の分掌の変更等により事務局の課等の所管

する事務が変更されるとき又は職員の人事異動等により当該職員に係る司法行

政文書を管理する部署が変更されるときは、新たに当該事務を所管し、又は当

該司法行政文書を管理する事務総局等の課等、最高裁判所の裁判部又は事務局

の課等に、当該事務又は当該職員に係る司法行政文書を管理するファイルの所

管換えをすることができる。ただし、事務の廃止等により当該事務を所管する

事務局の課等が存在しないとき又は明らかでないときは、総括文書管理者が指

定する事務局の課等に所管換えをするものとする。 

２ 文書管理者は、所管換えをするときは、電子決裁システムにその旨を登録し

なければならない。 

第１３ 司法行政文書等の取扱いに関する特例 

１ 裁判所の長は、本庁と管内の支部（知的財産高等裁判所を除く。）、出張所

及び簡易裁判所（以下「支部等」という。）との間の司法行政文書の取扱いに

ついて、実施細目において、上級庁からの通達又は通知を、支部等に対して通

達又は通知する場合には、本庁において文書番号の記載を省略することができ

ることその他のその庁の実情に応じた特別の定めをすることができる。 

２ 支部等におけるファイルの作成について、別表第１「事項」の欄に掲げる事

項ごと（当該事項内で保存期間が異なる場合には、保存期間ごと）に１ファイ

ルとすることができる。 

３ 支部等においては、文書受付簿（別紙様式第２）及び送付簿（別紙様式第３）

について、適宜の様式のものを使用することができる。 

付 記 



 

 

 この通達は、平成２５年１月１日から実施する。 

   付 記（平成２９．３．６秘書第７０５号） 

１ この通達は、平成２９年４月１日から実施する。 

２ 平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003547号秘書課長依命通達「下級裁判 

所における司法行政文書の管理の実施等について」の標題の次に「（依命通達）」

とあるのを「（通達）」と補正する。 

３ 他の通達等中「平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003547号秘書課長依命

通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」」とあるのは

「平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所に

おける司法行政文書の管理の実施等について」」と読み替えるものとする。 

  付 記（平成３０．６．２９秘書第２６９６号） 

この通達は、平成３０年９月１日から実施する。 

  付 記（平成３０．１１．３０秘書第４９５６号） 

この通達は、平成３１年６月１日から実施する。 

   付 記（令和３．１２．２４秘書第３８１８号） 

１ この通達は、令和３年１２月２４日から実施する。 

２ この通達の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これを

使用して差し支えない。 

   付 記（令和４．９．１５秘書第２６８２号） 

 この通達は、令和４年１０月１１日から実施する。 

  付 記（令和４．１１．１８秘書第３２７２号） 

１ この通達は、令和４年１２月１９日から実施する。ただし、この通達の記２の

定めのうち、記第５に係る部分は、令和５年４月１日から実施する。 

２ 標準文書保存期間基準の様式については、令和５年３月３１日までは、なお従

前の例によることができる。 

   付 記（令和４．１２．１３秘書第３５２９号） 



 

 

 この通達は、令和４年１２月１３日から実施する。 

   付 記（令和５．９．１５秘書第２２１０号） 

 この通達は、令和５年１０月１日から実施する。 

   付 記（令和６．３．２２秘書第６９４号） 

 この通達は、令和６年４月１日から実施する。 

   付 記（令和７．３．１９秘書第９５１号） 

この通達は、令和７年９月１日から実施する。ただし、この通達の記８の定めは、

同年４月１日から実施する。 

  付 記（令和８．３．４秘書第６４９号） 

この通達は、令和８年４月１日から実施する。 



（別表第１） 

標準文書保存期間基準（保存期間表）例 

      
事項 業務の区分 

業務に係る司法行政

文書の類型 

司法行政文書の具

体例 

分類 
保存期間 

大分類 中分類 

１ 規則若しくは

規程の制定又は

改廃及びその経

緯 

⑴ 立案の検討 立案基礎文書 基本方針、基本計

画、最高裁判所規

則、最高裁判所規

程 

規則、規程、

通達及び告示

の制定改廃等 

別表第２のと

おり 

１０年 

⑵ 制定又は改廃 ア 規則若しくは規

程の制定又は改廃

のための決裁文書 

 

規則案、規程案、

理由、新旧対照条

文、裁判官会議資

料 

イ 下級裁判所規則

又は下級裁判所規

程の原本 

下級裁判所規則又

は下級裁判所規程

の原本 

⑶ 官報公告 官報公告に関する文

書 

官報 

⑷ 解釈又は運用の

基準の設定 

解釈又は運用の基準

の設定のための決裁

文書 

逐条解説、ガイド

ライン、通達、運

用の手引 

⑸ 制定され、又は

改廃された最高裁

判所規則又は最高

裁判所規程の運用 

制定され、又は改廃

された最高裁判所規

則又は最高裁判所規

程の解釈又は運用の

ための文書 

逐条解説、ガイド

ライン、運用の手

引 

２ 通達の制定又

は改廃及びその

経緯 

⑴ 立案の検討その

他の重要な経緯 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

イ 通達の制定又は

改廃のための決裁

文書 

通達案 

⑵ 制定され、又は

改廃された通達の

運用 

最高裁判所により制

定され、若しくは改

廃された通達又はそ

の解釈若しくは運用

のための文書 

通達、ガイドライ

ン、運用の手引 

３ 裁判所の設立、 

廃止、移転、事

務停止、事務復

活、管轄、部の

増減及び事務局

機構の改廃並び

にその経緯 

⑴ 裁判所の設立、

廃止、移転、事務

停止、事務復活及

び管轄に関する立

案の検討その他の

重要な経緯 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

裁判所の設立、

廃止、管轄区 

域等 

設立、廃止、

移転等 

５年 

イ 監督裁判所との

協議に関する文書 

協議書、回答書 

ウ 計画の実施に関

する文書 

実施計画書、告示

案、官報 

⑵ 部の増減に関す

る立案の検討その

他の重要な経緯 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

部の増減 ５年 

イ 監督裁判所との

協議に関する文書 

協議書、回答書 

ウ 計画の実施に関

する文書 

実施計画書 

 

⑶ 事務局機構の改

廃に関する立案の

検討その他の重要

な経緯 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

事務局機構の

改廃 

５年 

イ 監督裁判所との

協議に関する文書 

協議書、回答書 

ウ 計画の実施に関 実施計画書 

する文書  

４  裁判官の配置、

代理順序、事務 

⑴ 裁判官の配置、     

 代理順序、事務分 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計 

画 

事務分配等 裁判官 ５年 

 

分配及び開廷日 配及び開廷日割に イ 内部調整文書 協議書、回答書    



 

 

割並びに裁判官

以外の職員の配

置及び事務分配

の定め並びにそ

の経緯 

関する立案の検討

その他の重要な経

緯 

ウ 裁判官会議に提

出された文書 

配布資料 

  

⑵ 裁判官以外の職

員の配置及び事務

分配に関する立案

の検討その他の重

要な経緯 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

裁判官以外の

職員 

５年 

イ 内部調整文書 協議書、回答書 

ウ 裁判官以外の職

員の配置及び事務

分配に関する意思

決定が記載された

文書 

実施計画書 

５ 下級裁判所の

裁判官会議の決

定又は了解及び

その経緯 

下級裁判所の裁判官

会議に付された案件

に関する立案の検討

及び付議その他の重

要な経緯  

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

裁判官会議 立案、配布資

料 

１０年 

イ 裁判官会議に提

出された文書 

配布資料 

ウ 裁判官会議の決

定又は了解の内容

が記録された文書 

裁判官会議議事録 裁判官会議議

事録 

１０年 

６ 司法修習生の

配属、修習、監

督等に関する事

項 

司法修習生の配属、 

修習、監督等に関す

る業務 

ア 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

司法修習生

（事務） 

基本計画 ５年 

イ 検察庁及び弁護

士会との協議文書 

協議書、回答書、

議事録 

検察庁及び弁

護士会との協

議 

５年 

ウ 修習の実施状況

が記録された文書 

実施報告書 修習実施状況 ５年 

７ 執行官の職務、 

監督等に関する

事項 

執行官の職務、監督

等に関する業務 

ア 執行官の職務、

監督等に関する連

絡文書 

一時的通達 執行官（事務） 連絡文書 ５年 

イ 執行官の職務、

監督等の状況が記

録された文書 

報告書 職務、監督等

の状況 

５年 

８ 調停官、調停 

委員、専門委員、

司法委員、鑑定 

委員、参与員、 

精神保健審判員 

及び精神保健参 

与員に関する事 

項 

調停官、調停委員、 

専門委員、司法委員、

鑑定委員、参与員、 

精神保健審判員及び 

精神保健参与員に関 

する業務 

調停官、調停委員、 

専門委員、司法委員、

鑑定委員、参与員、 

精神保健審判員及び 

精神保健参与員に関 

する連絡文書 

一時的通達 調停委員等

（事務） 

連絡文書 ５年 

９ 職員の定員配

置に関する事項 

職員の定員配置に関

する業務 

職員の定員配置に関

する連絡文書 

一時的通達、上申

書、事務連絡 

定員（事務） 連絡文書 ５年 

１０ 検察審査会

の設立、廃止、

移転及び管轄そ

の他の検察審査

会の組織及び運

営に関する事項 

検察審査会の設立、

廃止、移転及び管轄

その他の検察審査会

の組織及び運営に関

する業務 

検察審査会の設立、

廃止、移転及び管轄

その他の検察審査会

の組織及び運営に関

する連絡文書 

一時的通達 検察審査会

（事務） 

連絡文書 ５年 

１１ 裁判所の沿

革誌に関する事 

裁判所の設立、廃止

及び移転、裁判所の

長の異動等の記録に

関する業務 

裁判所の設立、廃止

及び移転、裁判所の

長の異動等に関する

記録的文書 

沿革誌（成果物） 沿革誌 沿革誌 常用 

 

項     

１２ 裁判所の組

織及び運営に関

する事項（４か

ら１１までに該

当するものを除

く。） 

裁判所の組織及び運

営に関する業務 

常任委員会の構成に

関する文書 

裁判所の組織及び運

営に関する連絡文書

等 

一時的通達、常任

委員会委員の選挙

の実施通知、結果

通知、事務連絡、

障害差別相談等の

内容に関する報告

票 

※ ※ ５年 



 

 

１３ 裁判官の人

事に関する事項 

裁判官の任免、転補、

報酬等に関する業務 

ア 裁判官の任免及

び転補に関する連

絡文書 

一時的通達 

 

裁判官人事

（事務） 

任免、転補

（連絡文書） 

 

５年 

イ 裁判官の任免及

び転補に関する文

書 

上申書、報告書 任免、転補 ５年 

ウ 簡易裁判所判事

の選考に関する連

絡文書 

一時的通達 簡易裁判所判

事選考（連絡

文書） 

５年 

エ 簡易裁判所判事

の選考に関する文

書 

実施計画、推薦 簡易裁判所判

事選考 

５年 

オ 裁判官の報酬等

に関する連絡文書 

一時的通達 報酬等（連絡

文書） 

５年 

カ 裁判官の報酬等

に関する文書 

上申書 報酬等 ５年 

１４ 職員の人事

に関する事項 

⑴ 裁判官以外の職

員の任免、勤務裁

判所の指定等に関

する重要な経緯 

ア 裁判官以外の職

員の任免及び勤務

裁判所の指定等に

関する連絡文書 

一時的通達 職員人事（事

務） 

任免、勤務裁

判所の指定

（連絡文書） 

５年 

イ 任用、出向及び

採用手続等に関す

る文書 

上申書、報告書、

通知、人事異動通

知書、照会・回答

書、採用候補者名

簿、届出 

任免、勤務裁

判所の指定 

５年 

ウ 調停官に関する

文書 

報告書 調停官 ５年 

 

エ 副検事選考に関

する文書 

事務連絡、通知 副検事選考 ３年 

⑵ 裁判官以外の職

員の試験、選考等

に関する業務 

ア 裁判官以外の職

員の試験、選考等

に関する連絡文書 

一時的通達 試験、選考

（連絡文書） 

 

５年 

イ 立案基礎文書 基本方針、基本計

画 

試験、選考 ５年 

ウ 試験又は選考の

実施に関する文書 

実施計画、選考実

施記録、報告、通

知 

エ 試験又は選考の

結果が記録された

文書 

昇任候補者名簿 

オ 採用試験で受験

者が作成した文書 

答案 

 

試験 １年 

カ 職員の採用に向

けた活動に関する

文書 

実施計画 採用広報 ５年 

⑶ 裁判官以外の職

員の人事評価に関

する業務 

ア 裁判官以外の職

員の人事評価に関

する連絡文書 

一時的通達 人事評価（連

絡文書） 

５年 

 イ 人事評価の実施

権者の確認に関す

る文書 

人事評価記録書 人事評価 ５年 

 

 

 

ウ 人事評価の苦情

に関する文書 

 

苦情相談及び苦情

処理に関する決裁

文書 

人事評価（苦

情） 

３年 

⑷ 俸給その他の給

与に関する業務 

 

ア 俸給その他の給

与、級別定数、給

与簿等に関する連

絡文書 

一時的通達 給与（連絡文

書） 

５年 



 

 

 イ 俸給その他の給

与、級別定数等に

関する文書 

 

上申書、協議書、

報告書、通知、給

与に関する決裁文

書 

給与 ５年 

勤務実績に係る証

明者の指定書 

給与制度 指定の効力が失わ

れた日に係る特定

日以後５年 

勤務実績に係る証

明者の指定に関す

る通知 

５年 

勤務実績把握書 

 

期間業務職員

等 

５年 

ウ 人事帳簿 別表第３のとおり 人事帳簿 別表第３のとおり 

⑸ 恩給に関する業

務 

恩給に関する文書 請求書 恩給 ５年 

⑹ 退職手当の支給

に関する重要な経

緯 

ア 退職手当の支給

に関する連絡文書 

一時的通達 退職手当（連

絡文書） 

５年 

イ 退職手当の支給

に関する決定の内

容が記録された文

書及び当該決定に

至る過程が記録さ

れた文書 

上申書 退職手当 支給制限その他の

支給に関する処分

を行うことができ

る期間又は５年の

いずれか長い期間 

ウ 人事帳簿 別表第３のとおり 人事帳簿 別表第３のとおり 

⑺ 災害補償等に関

する業務 

ア 災害補償等に関

する連絡文書 

一時的通達 災害補償（連

絡文書） 

５年 

イ 災害補償等に関

する文書 

請求書、報告書 災害補償 補償及び福祉事業

の実施の完結の日

に係る特定日以後

５年 

⑻ 能率に関する業

務（⑼及び⒃に該 

当するものを除く。

） 

ア 能率に関する連

絡文書 

一時的通達 

 

能率（連絡文

書） 

５年 

イ 職員の健康及び

安全管理に関する

文書 

実施計画、通知 能率 ５年 

⑼ 職員の研修に関

する業務 

ア 研修に関する連

絡文書 

一時的通達 研修（連絡文

書） 

５年 

イ 研修の実施に関

する文書 

年度計画、実施計

画、通知 

研修 ３年 

ウ 研修の実施状況

が記録された文書 

報告書 

 

⑽ 分限及び懲戒等

に関する業務 

ア 分限及び懲戒等

に関する連絡文書 

一時的通達 分限、懲戒

（連絡文書） 

５年 

イ 分限及び懲戒等

に関する文書 

上申書、報告書 分限、懲戒 ３年 

⑾ 人事に関する職

員の苦情に関する

業務 

人事に関する職員の

苦情に関する連絡文

書 

一時的通達 公平（連絡文

書） 

５年 

⑿ 勤務時間、休暇、

職員団体その他の 

服務に関する業務（

（⒀に該当するも 

のを除く。） 

ア 勤務時間、休暇、

職員団体その他の 

服務に関する連絡 

文書 

一時的通達 服務（連絡文

書） 

５年 

イ 勤務時間、休暇、

職員団体その他の 

服務に関する文書 

職務専念義務免除

請求書（撤回申出

書）、休憩時間短

縮申出書、休憩時

間割当表、旧姓使

用申出書、通知書 

服務 ３年 



 

 

ウ 私事渡航の承認

に係る決裁文書 

海外渡航承認申請

書、外国旅行承認

請求書 

  

エ 裁判官の休業に

関する文書 

請求書、通知書   

オ 人事帳簿 別表第３のとおり 人事帳簿 別表第３のとおり 

⒀ 職員の兼業、兼

職の許可に関する

重要な経緯 

ア 職員の兼業の許

可の申請書及び当

該申請に対する許

可に関する文書 

申請書、承認書 服務（兼業、

兼職） 

兼業の終了する日

に係る特定日以後

３年 

 

イ 裁判官の兼職の

許可の申請書及び

当該申請に対する

許可に関する文書 

申請書、承認書 

 

 

 

 

兼職の終了する日

に係る特定日以後

３年 

 

ウ 人事帳簿 別表第３のとおり 人事帳簿 別表第３のとおり 

 

⒁ 裁判官以外の職

員の人事記録に関

する業務 

ア 裁判官以外の職

員の人事記録に関

する連絡文書 

一時的通達 

 

 

人事記録（連

絡文書） 

５年 

 

 

イ 身上報告に関す

る文書 

身上報告書 身上報告 ３年 

⒂ 裁判官の履歴書

の保管に関する業

務 

裁判官（非現在）の

履歴書 

履歴書 履歴書 ５年 

⒃ 栄典又は表彰の

授与又は剥奪の重

要な経緯 

ア 栄典又は表彰の

授与又は剥奪に関

する連絡文書 

一時的通達 栄典（連絡文

書） 

５年 

イ 栄典又は表彰の

授与又は剥奪に関

する文書 

上申書、伝達文書、

受章者名簿 

栄典 １０年 

⒄ 出張及び招集に

関する業務 

ア 出張及び招集の

命令、請認等に関

する連絡文書 

一時的通達 出張、招集

（連絡文書） 

５年 

イ 出張及び招集の

命令、請認等に関

する文書 

※  出張、招集 ５年 

ウ 判事補海外留学、

長期在外研究に関 

する文書 

判事補海外留学及

び長期在外研究に

関する決裁文書 

出張（海外留

学） 

５年 

エ 短期在外研究に

関する文書 

短期在外研究に関

する決裁文書 

３年 

オ 外国司法事情研

究に関する文書 

外国司法事情研究

に関する決裁文書 

⒅ 人事報告に関す

る業務 

ア 人事報告に関す

る連絡文書 

一時的通達 人事報告（連

絡文書） 

５年 

イ 人事報告 報告書、計画書 人事報告 ５年 

ウ 障害者の関係書 

 類 

確認書類、同意書、 

障害者名簿の各写

し 

３年 

 

 

 エ 障害者の人事報 

 告 

任用状況報告書 

⒆ 会同又は会議に

関する業務 

ア 会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯 

開催通知 会同、会議 ３年 

イ 会同又は会議に

提出された文書 

配布資料 
  

ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書 

議事録、結果報告

書        

 

  



 

 

⒇ 職員の人事に関

する業務（⑴から

⒆までに該当する

ものを除く。） 

ア 職員の人事に関

する業務について

の一時的な連絡文

書 

一時的通達 ※ ５年 

 

 

イ 人事の付随的事

務に関する文書 

※ 

 

※ 

 

１年 

 

ウ 人事帳簿 別表第３のとおり 人事帳簿 別表第３のとおり 

１５ 訟務に関す

る事項 

⑴ 訟務一般に関す

る業務 

事件の受付及び分配、

開廷場所の指定、法 

廷警備その他の訟務 

一般に関する連絡文 

書 

一時的通達 訟務（事務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訟務一般 ５年 

 

 

⑵ 民事に関する業

務 

民事実体法及び民事

訴訟、人事訴訟、民

事非訟、民事執行、

破産、民事再生、人

身保護その他の民事

に関する連絡文書 

一時的通達 民事 ５年 

⑶ 商事に関する業

務 

商事実体法及び会社

更生、商事非訟その

他の商事に関する連 

一時的通達 商事 ５年 

 絡文書    

⑷ 調停に関する業

務 

調停（家事調停を除

く。）に関する連絡

文書 

一時的通達 調停 ５年 

⑸ 行政事件に関す

る業務 

行政事件に関する連

絡文書 

一時的通達 行政事件 ５年 

⑹ 刑事に関する業

務 

ア 刑事実体法及び

刑事訴訟、刑事補

償、恩赦、刑事施

設その他の刑事並

びに心神喪失等の

状態で重大な他害

行為を行った者の

医療及び観察等に

関する法律による

審判等に関する連

絡文書 

一時的通達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事 ５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 裁判員候補者名

簿に関するシステ

ムデータ 

裁判員候補者名簿

に関するシステム

データ 

常用 

⑺ 家事に関する業

務 

家事審判、家事調停

その他の家事に関す

る連絡文書 

一時的通達 家事 ５年 

⑻ 少年に関する業

務 

少年審判その他の少

年に関する連絡文書 

一時的通達 少年 ５年 

⑼ 弁護士及び弁護

士会に関する業務 

弁護士及び弁護士会

に関する連絡文書 

一時的通達 弁護士 ５年 

⑽ 事件報告に関す

る業務 

ア 裁判、審判及び

調停の事件報告に

関する連絡文書 

一時的通達、報告

文書 

事件報告 ５年 

イ 国を当事者とす

る訴訟に関する報

告文書 

 

期日の結果及び審

理の予定に関する

報告文書、終局の

報告書、確定の報

告書 

⑾ 官報掲載に関す

る業務 

官報掲載に関する連

絡文書 

一時的通達 官報 ３年 



 

 

⑿ 事件記録の保存

に関する業務 

事件記録の保存に関

する連絡文書 

一時的通達  

 

 

 

 

 

 

記録保存 ５年 

⒀ 会同又は会議に

関する業務 

ア 会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯 

開催通知 

 

 

会同、会議 ３年 

イ 会同又は会議に

提出された文書 

配布資料 

ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書 

議事録、結果報告

書    

⒁ 図書資料の整備

及び管理に関する

業務 

訟廷用図書資料の整

備及び管理に関する

文書 

※   図書資料 ３年 

 

⒂ 訟廷事務等に関

する業務（⑴から

⒁までに該当する

ものを除く。） 

ア 最高裁からの連

絡文書、事件記録

の廃棄、検査等に

関する文書 

訟廷事務に関す

る業務についての

一時的文書 

連絡文書、一時的

通達、通知文書、

送付書 

 

連絡文書 ５年 

イ 最高裁からの裁

判書の送付、事件

関係の案内書の配

布に関する文書、

事件処理システム

に関する文書 

訟廷事務に関す

る業務についての

一時的文書、国際

司法共助（嘱託・

受託）に関する文

書、裁判員関係、

官公署等からの照

会（行政共助）に

関する文書 

国を当事者とす

る訴訟に関し提訴

予告通知が送付さ

れた場合の提訴予

告通知に関する文

書 

 

 

最高裁の判決書、

行政共助、捜査関

係事項照会、外国

司法送達共助、調

査嘱託依頼書、照

会書、調査票、嘱

託書、回答書、事

務連絡、国を当事

者とする訴訟に関

し提訴予告通知が

送付された場合の

法務省又は担当法

務局からの通知、

資料調査回答書、 

予告通知書の写し、

民事訴訟法第１３ 

２条の２第１項に 

よる提訴前照会、

同回答書、民事訴

訟法第１３２条の

４第１項による提

訴前証拠収集処分

の申立書 

 

判決書等写し、

調査回答書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 国を当事者とす

る訴訟の提起その

他の訴訟に関する

重要な経緯に関す

る文書 

訴訟係属通知、争

訟事件の資料調査

回答書、訴状の写

し、期日呼出状の

写し、答弁書の写

し、準備書面の写

し、各種申立書の

写し、口頭弁論調

書の写し、証人等

調書の写し、書証 

の写し、判決通知、

判決書の写し、和 

解調書の写し、上 

訴申立通知 

争訟事件資料 訴訟が終結する日

に係る特定日以後

１０年 



 

 

１６ 会計に関す

る事項 

 

 

 

 

 

 

⑴ 債権、歳入及び

収入に関する業務 

 

 

 

 

ア 債権の発生、履

行の請求、保全、

内容の変更並びに

効力の変更及び消

滅に関する文書 

債権発生通知書、

債権変更通知書、

債権消滅通知書 

 

 

 

会計（事務） 

 

 

 

 

 

 

債権の発生、

履行の請求、

保全、内容の

変更並びに効

力の変更及び

消滅 

５年 

 

 

 

 

イ 貼用印紙つづり 貼用印紙つづり 貼用印紙つづ

り 

５年 

ウ 債権、歳入及び 一時的通達 債権、歳入及 ５年 

収入に関する連絡

文書 

 び収入（連絡

文書） 

 

エ 歳入に関する証 

拠書類並びに債権、 

歳入及び収入に関

する計算書等 

証拠書類、計算書、

訂正報告書 

債権、歳入及

び収入（証拠 

書類、計算書) 

５年 

オ 現金領収証書原

符 

現金領収証書原符 現金領収証書

原符 

５年 

カ 債権、歳入及び

収入に関する文書

（アからオまでに

該当するものを除

く。） 

歳入及び収入に関

する債権現在額通

知書、歳入徴収済

額報告書、歳入決

算純計額報告書、

債権現在額通知書

（前渡分）、歳入

実績に関する調査

表、報告書、現金

残高等確認表 

債権、歳入及

び収入 

 

３年 

キ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑵ 支出に関する業

務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 支出に関する証

拠書類及び計算書

等 

証拠書類、計算書、

支出済通知書、訂 

正報告書 

支出（証拠書

類、計算書） 

５年 

イ 預託金領収証書、 預託金領収証書、 支出（預託金 ５年 

小切手原符 小切手原符 領収証書、小

切手原符） 

 

ウ 支出に関する連

絡文書 

一時的通達 支出（連絡文

書） 

５年 

エ 支出負担行為計

画示達表、支払計

画示達表 

支出負担行為計画

示達表、支払計画

示達表 

支出負担行為

計画示達表、

支払計画示達

表 

５年 

オ 予算の増額（営 

繕予算を除く。）、

繰越し及び過年度 

支出に関する文書 

繰越計算書、繰越

額確定計算書、繰

越承認通知書、箇

所別調書及び理由

書、過年度上申の

承認申請書、同承

認通知書  

予算 ５年 

カ 預託金払込書原

符、国庫金振替書

原符、振替済通知

書 

預託金払込書原符、

国庫金振替書原符、

振替済通知書 

預託金払込書

原符、国庫金

振替書原符、

振替済通知書 

５年 

キ 前渡資金受払日

計表 

前渡資金受払日計

表、現金残高等確

認表 

前渡資金受払

日計表 

３年 

ク 支出に関する文

書（アからキまで

に該当するものを

除く。） 

前渡資金業務支援

ツールデータ（個

別前渡資金情報） 

 

前渡資金業務

支援ツールデ

ータ（個別前

渡資金情報） 

５年 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日銀月計突合表、

国庫金振込請求書 

及び明細書（控）、

諸報告（支出実績 

報告書等の定期報 

告書）、支出額報 

告書、国庫金振込 

請求書控え、一括 

調達協議書 

支出 

 

 

 

 

 

３年 

 

 

 

 

 

ケ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑶ 物品に関する業

務 

ア 物品の契約に関

する文書（物品の

契約に係る決裁文

書その他契約に至

る過程が記録され

た文書を含む。） 

仕様書案、予定価 

格調書、入札経過 

調書、契約伺い、 

協議・調整経緯、 

契約書、発注書、 

附属書類 

物品（契約） 契約が終了する日

に係る特定日以後

５年 

 

イ 物品の管理に関

する連絡文書 

一時的通達  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品（連絡文

書） 

５年 

ウ 物品の購入等の

計画に関する文書 

計画書、附属書類 物品（計画書） ５年 

エ 物品の管理に関

する承認書、決議

書及び命令書 

承認書、決議書、

命令書 

物品（承認書、

決議書、命令 

書） 

５年 

 

 

オ 管理換物品引渡

通知書、管理換協

議書、送付通知書 

管理換物品引渡通

知書、管理換協議 

書（同意書を含む。

） 

管理換物品引

渡通知書、管

理換協議書 

５年 

 

 

送付通知書 送付通知書 ３年 

カ 物品に関する計

算書 

計算書 物品（計算書) ５年 

キ 物品増減及び現

在額報告書並びに

物品の無償貸付、

譲与及び寄贈に関

する文書 

報告書 物品増減及び

現在額報告書

並びに物品の

無償貸付、譲

与及び寄贈に

関する文書 

３年 

ク 物品に関する文 

 書（アからキまで

に該当するものを

除く。） 

物品受領書 物品（受領書） ５年 

物品請求書、物品

修理等請求書、数

量調査書 

物品 １年 

ケ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑷ 役務に関する業

務 

 

ア 役務の契約に関

する文書（役務の

契約に係る決裁文

書その他契約に至

る過程が記録され

た文書を含む。） 

仕様書案、予定価 

格調書、入札経過 

調書、契約伺い、 

協議・調整経緯、 

契約書、発注書、 

附属書類、業務関 

係図書（業務計画 

書、作業計画書、 

名簿）、業務報告 

書 

役務（契約） 契約が終了する日

に係る特定日以後 

５年 

 

イ 録音反訳の実施

に関する文書 

録音反訳方式利用 

事件一覧、発注書、

完成通知 

役務（録音反

訳） 

５年 

ウ 役務に関する連

絡文書 

一時的通達 

 

役務（連絡文

書） 

５年 

 

エ 役務の計画に関

する文書 

計画書、附属書類 役務（計画書） ５年 



 

 

オ 役務に関する文

書（アからエまで

に該当するものを

除く。） 

※  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役務 １年 

⑸ 営繕に関する業 ア 設計図面 設計図面 営繕（設計図 ３０年 

 務   面）  

 

イ 工事請負の契約

に関する文書（工

事請負の契約に係

る決裁文書その他

契約に至る過程が

記録された文書を

含む。） 

 

 

仕様書案、予定価 

格調書、入札経過 

調書、契約伺い、 

協議・調整経緯、 

契約書、附属書類、

引渡証、業務関係 

図書（業務計画書、 

作業計画書、名簿） 

、業務報告書 

営繕（工事請

負契約） 

契約が終了する日

に係る特定日以後

５年 

 
ウ 営繕に関する連  

 絡文書 

一時的通達 営繕（連絡文 

書） 

５年 

 

エ 営繕計画に関す

る文書 

工事実施通知書、

営繕予算の増額上

申書 

営繕（計画） ５年 

 

 

オ 営繕に関する文

書（アからエまで

に該当するものを

除く。） 

技術審査資料、工

程表、現場代理人

届、振込口座届 

営繕 ３年 

⑹ 国有財産に関す

る業務 

 

ア 国有財産に関す

る連絡文書 

 

一時的通達、財務

省通達に関する連

絡文書 

国有財産（連

絡文書） 

５年 

イ 国有財産の報告

及び決算に関する

文書 

滅失又はき損報告

書、庁舎等使用現 

況及び見込報告書、 

国有財産増減及び

現在額報告書、国

有財産無償貸付状

況報告書、国有財

産増減及び現在額

計算書、国有財産

無償貸付状況計算

書、報告洩れ・誤

謬訂正に係る報告

書 

国有財産（報

告） 

５年 

ウ 国有財産の取得、

維持、保存及び処  

分に関する文書 

 

 

 

承認申請書、協議

書、上申書、通知

書、報告書、国有

財産受渡証書、国

有財産台帳登録決

議書、用途廃止決 

議書、登記嘱託書、 

取得等調整計画、

取得等協議書、整

備予定事案に関す

る文書、価格改定

評価調書 

国有財産（取

得、維持、保

存、処分） 

 

 

５年 

 

 

 

 

エ 土地、建物又は

工作物の貸借に関

する文書（貸借の

契約に係る決裁文

書その他契約に至

る過程が記録され

た文書を含む。） 

仕様書案、予定価

格調書、入札経過

調書、契約伺い、

協議・調整経緯、

承認申請書、上申

書、承認書、契約 

書、契約解除・更 

国有財産（貸

付、借入） 

貸借期間が終了す

る日に係る特定日

以後５年 

 



 

 

新報告書 

オ 公務員宿舎の貸

与に関する文書 

 

宿舎貸与承認申請

書、貸与承認書、

退去届、協議書 

国有財産（宿

舎貸与） 

 

５年 

 

 

カ 国有財産の一時

使用に関する文書

（一時使用許可に

係る決裁文書その

他許可に至る過程

が記録された文書

を含む。） 

企画提案募集要領

案、企画提案書、

選定経緯、協議・

調整経緯、国有財 

産使用許可申請書、 

国有財産使用許可

書、使用料算定調

書、行政財産の使

用許可調書、承認

申請書 

国有財産（一

時使用） 

 

使用期間が終了す

る日に係る特定日

以後５年 

 

キ 国有財産に関す

る文書（アからカ

までに該当するも

のを除く。） 

省庁別宿舎口座別

調書、固定資産通

知書、住宅事情に

関する報告書、有

料宿舎の被貸与者

に係る転任等の通

報表、単身赴任手

当に係る認定等状

況報告書、国家公

務員宿舎法施行規

則第１４条第２項

の調整に係る報告

書 

国有財産 ３年 

 

ク 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑺ 保管金及び保管

有価証券に関する

業務 

ア 保管金提出書、 

保管金受入通知書、

寄託書、政府保管 

有価証券提出書、 

保管有価証券受入 

通知書 

保管金提出書、保

管金受入通知書、

寄託書、政府保管

有価証券提出書、

保管有価証券受入

通知書 

保管金、保管

有価証券（受

入れ） 

払渡しの終了する

日に係る特定日以

後５年 

イ 保管金払渡証拠

書類、政府保管有

価証券払渡証拠書

類、計算書 

保管金払渡証拠書

類、政府保管有価 

証券払渡証拠書類、

計算書 

保管金、保管

有価証券（払

渡し） 

５年 

ウ 保管金領収証書、

小切手原符 

保管金領収証書、

小切手原符 

保管金領収証

書、小切手原

符 

５年 

 

エ 保管金及び保管

有価証券に関する

連絡文書 

一時的通達 保管金、保管

有価証券（連

絡文書） 

５年 

オ 振替済通知書、

保管金保管替通知

書、寄託金原票、

政府保管有価証券

保管替請求書 

振替済通知書、保 

管金保管替通知書、

寄託金原票、政府 

保管有価証券保管 

替請求書 

振替済通知書、

保管金保管替 

通知書、寄託 

金原票、政府 

保管有価証券 

保管替請求書 

５年 

カ 保管金提出書及

び保管金受入通知

書の原符 

保管金提出書及び

保管金受入通知書

の原符 

保管金提出書

及び保管金受

入通知書の原

符 

５年 

キ 保管金受領証書、

保管金払込書、保 

管金保管替通知書 

及び国庫金振替書 

の原符 

保管金受領証書、

保管金払込書、保

管金保管替通知書 

及び国庫金振替書 

の原符 

保管金受領証

書、保管金払

込書、保管金

保管替通知書 

及び国庫金振 

５年 

 

 

 



 

 

替書の原符 

ク 保管金受払日計

表 

保管金受払日計表、

当座預金受払日計 

表、現金残高等確 

認表 

保管金受払日

計表 

３年 

ケ 保管金及び保管

有価証券に関する

文書（アからクま

でに該当するもの

を除く。） 

保管金事務処理シ

ステムデータ（個

別保管金情報） 

保管金事務処

理システムデ

ータ（個別保

管金情報） 

常用 

入金連絡書、受入

手続添付書、電子

納付利用者登録票 

保管金、保管

有価証券 

３年 

 

コ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑻ 保管物に関する

業務 

 

 

ア 民事保管物、押

収物等に関する連

絡文書 

一時的通達 民事保管物、

押収物等（連

絡文書） 

５年 

イ 民事保管物、押 受領票、押収物国 民事保管物、 ５年 

収物等の受入れ及 庫帰属通知書 押収物等（受  

び処分に関する文

書 

 入れ、処分）  

民事保管物（ 

受入れ、処分） 

データ 

常用 

ウ 民事保管物、押

収物等に関する文

書（ア及びイに該 

当するものを除く。

） 

処分決議 民事保管物、

押収物等 

３年 

 

民事保管物デ

ータ 

常用 

エ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

⑼ 検査及び監査に

関する業務 

ア 現金、物件等の

会計に関する事故

の経緯に関する文

書 

調査結果報告書、

物品亡失（損傷）

報告書 

検査、監査 

（事故報告書） 

５年 

イ 検査及び監査に

関する連絡文書 

一時的通達 検査、監査

（連絡文書） 

５年 

 

ウ 検査の結果が記

載された文書 

 

 

 

収入金、前渡資金、

歳入歳出外現金、 

政府保管有価証券、 

物品及び保管物の

定期及び臨時の検

査書 

検査、監査

（検査） 

５年 

エ 会計実地検査の

結果が記載された

文書 

会計実地検査状況

報告書、実地検査

の結果に対する会

計検査院の照会書

及び回答書 

検査、監査

（実地検査） 

５年 

オ 監査の企画及び

立案に関する文書 

計画書 検査、監査

（監査） 

５年 

カ 会計監査の結果 監査報告書、監査

のフォローアップ 

  

が記載された文書   

キ 月例検査の結果

が記載された文書 

月例検査報告書 検査、監査

（月例検査） 

３年 

ク 検査及び監査に

関する文書（アか

らキまでに該当す

るものを除く。） 

※ 

 

 

 

検査、監査 

 

 

 

３年 

 

 

 

⑽ 予算執行職員等

の任免に関する業

務 

ア 予算執行職員等

の任免に関する連

絡文書 

一時的通達、上申

書 

予算執行職員 

等（連絡文書） 

５年 

    



 

 

    イ 予算執行職員等

の任免に関する文

書（アに該当する

ものを除く。） 

監督職員及び検査

職員の任命通知書 

予算執行職員

等（補助者任

命書） 

３年 

⑾ 会同又は会議に

関する業務 

 

 

 

 

 

 

ア 会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯 

開催通知 会同、会議 ３年 

イ 会同又は会議に

提出された文書 

配布資料 

 

 

ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書 

議事録、結果報告

書 

 

⑿ 適格請求書に関

する業務 

 

適格請求書の保存に

関する文書 

契約書写し、国有

財産使用許可書写

し、通知書写し、 

領収済通知（報告） 

書、領収済通知一

覧表兼収納予定一

覧表兼収納額整理

決議書、適格請求

書写し 

適格請求書 交付等した日の属

する課税期間の末

日の翌日から２月

を経過した日に係

る特定日以後７年 

 

⒀ 会計に関する業

務（⑴から⑿まで

に該当するものを

除く。） 

ア 会計に関する業

務についての一時

的文書 

児童手当の支給等

に関する文書（請

求書、改定届、現

況届、変更届、消

滅届、通知書） 

児童手当 

 

 

 

５年 

 

財形年金・財形住

宅貯蓄に関する通

知書、申込書、申

告書 

財形貯蓄 

 

５年 

 一時的通達 ※ ５年 

 
児童手当支給状況

報告書 

児童手当 １年 

 

 財形貯蓄に関する

文書（給与控除に

関する文書、預貯 

金等の残高報告書、

実施状況調査票、 

通知書、申込書、 

申告書） 

財形貯蓄 １年 

  
 確定拠出年金に関

する文書 

確定拠出年金 １年 

  
 交換簿、郵便切手

交換希望票 

予納郵便切手 １年 

  

 他省庁、財務省会

計センター等から

の不定期な照会、

回答文書、事務連

絡 

※ １年 

  イ 会計帳簿 別表第３のとおり 会計帳簿 別表第３のとおり 

１７ 裁判統計に

関する事項 

⑴ 裁判統計の運用  

 に関する業務 

裁判統計に関する連 

絡文書 

一時的通達 統計（事務） 連絡文書 ５年 

 
⑵ 統計の作成に関

する業務 

裁判統計作成上の基

礎となる文書 

資料文書 
 

資料 ３年 

 

⑶ 会同又は会議に

関する業務 

ア 会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯 

開催通知 

 

会同、会議 ３年 

      



 

 

      
 

イ 会同又は会議に

提出された文書 

配布資料 
   

 

ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書 

議事録、結果報告

書 

 

  

 

⑷ 裁判統計に関す

る業務（⑴から⑶

までに該当するも

のを除く。） 

裁判統計に関する業

務についての一時的

文書  

一時的通達、統計

システム関係事務

連絡 

※ ５年 

１８ 庶務に関す

る事項 

⑴ 公印の管理に関

する業務 

ア 公印の管理に関

する連絡文書 

一時的通達 庶務（事務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡文書 ５年 

イ 公印に関する届

書及び報告書 

届書、報告書 届書、報告書 ５年 

ウ 庶務帳簿 別表第３のとおり 庶務帳簿 別表第３のとおり 

⑵ 儀式典礼その他

の行事の実施に関

する業務 

ア 儀式典礼その他

の行事の実施に関

する連絡文書その

他の基本計画文書 

一時的通達、基本

計画 

儀式典礼 ５年 

イ 儀式典礼その他

の行事の実施に関

する文書 

実施計画書 

ウ 儀式典礼その他

の行事の結果が記

載された文書 

結果報告書 

⑶ 会同又は会議に

関する業務 

 

ア 会同又は会議の

開催に関する重要

な経緯 

開催通知 会同、会議 ３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 会同又は会議に

提出された文書 

配布資料 

  ウ 会同又は会議の

結果が記録された

文書 

議事録、結果報告

書 

⑷ 事件報告に関す ア 事件（要報告裁 

判事件を除く。イ 

 において同じ。） 

の報告に関する連

絡文書 

一時的通達 事件報告 ５年 

る業務    

 

 

 

 

 

 

  

イ 事件に関する報

告書 

報告書 

⑸ 文書の管理に関

する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 文書の管理に関

する連絡文書 

一時的通達 文書（連絡文

書） 

５年 

イ 文書の廃棄の意

思決定が記載され

た文書 

廃棄目録 文書（廃棄） ５年 

ウ 文書の保存期間

等が定められた文

書 

標準文書保存期間 

基準（保存期間表） 

 

文書（保存期

間基準） 

５年 

エ 第１１の２の⑹

の定めによる廃棄

した短期保有文書

に係る業務の類型

及び廃棄をした日

の記録 

廃棄記録 

 

 

 

 

文書（廃棄記

録） 

 

 

 

５年 

 

 

 

 

オ 文書の管理状況

の点検及び監査に

関する文書 

実施要領、実施結

果に係る報告文書 

 

文書（点検監

査） 

 

５年 

 

 

カ 庶務帳簿 別表第３のとおり 庶務帳簿 別表第３のとおり 

     



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑹ 広報に関する業

務 

 

ア 裁判所ウェブサ

イトに関する文書 

裁判所ウェブサイ

ト掲載用資料 

裁判所ウェブ

サイト掲載用

資料 

常用 

 

 

イ ＳＮＳに関する

文書 

ＳＮＳ掲載用資料 

 

ＳＮＳ掲載用

資料 

常用 

 

ウ 広報に関する基

本計画等が記載さ

れた文書 

一時的通達、基本

計画 

広報（基本計

画） 

５年 

エ 広報活動の実施

に関する文書 

実施計画書 広報（実施、

結果） 

３年 

オ 広報活動の結果

が記載された文書 

結果報告書 

 カ 庶務帳簿 別表第３のとおり 庶務帳簿 別表第３のとおり 

⑺ 外国使節、駐留 

軍等との交際、交 

渉等に関する業務 

外国使節、駐留軍等

との交際、交渉等に

関する連絡文書 

一時的通達 

 

 

外事 

 

 

５年 

 

 

⑻ 出張連絡に関す 

る業務 

出張に伴う連絡事項

が記載された文書 

連絡文書 出張連絡 １年 

⑼ 出入商人、見学、

掲示、文書の貼付、

撮影及び放送の管 

理、公衆控所及び 

食堂の整理監督、 

当直事務等に関す 

る業務 

 

ア 出入商人、見学、

掲示、文書の貼付、

撮影及び放送の管 

理、公衆控所及び 

食堂の整理監督、 

当直事務等に関す 

る連絡文書 

一時的通達 庁舎管理、当 

直（連絡文書） 

３年 

イ 出入商人、見学、

掲示、文書の貼付、

撮影等に関する申 

請書及び許否の結 

果が記載された文 

書 

申請書、承認書 庁舎管理 ３年 

⑽ 職員の福利厚生

に関する業務 

職員の福利厚生に関

する連絡文書 

一時的通達 厚生 ３年 

⑾ 図書及び資料（

訟廷用図書資料を

除く。）の整備及

び管理に関する業

務 

ア 図書及び資料（

訟廷用図書資料を

除く。）の整備及

び管理に関する連

絡文書 

一時的通達 

 

図書（連絡文

書） 

３年 

 

 

イ 図書及び資料（

訟廷用図書資料を

除く。）の整備及

び管理に関する文

書 

図書情報データベ

ース 

図書（図書情

報） 

常用 

⑿ 情報化及び情報

セキュリティに関

する業務 

 

 

 

 

 

 

 

ア 情報化及び情報

システムの運用等

に関する文書（イ

に該当するものを

除く。）、情報セ

キュリティに関す

る内部規約の策定

等に関する文書 

一時的通達 

 

 

 

 

 

情報（連絡文

書） 

 

 

 

 

 

５年 

 

 

 

 

 

 

イ 情報化及び情報

システムの一時的

な運用等に関する

文書、情報セキュ 

リティに関する届 

 出、許可等に関す 

る文書 

通知、周知文書、

届出書、許可書、

申請書、報告書 

 

情報（届出等） 

 

 

 

１年 

 

 

 

    



 

 

 

（備考） 

１ ※については、保存期間表を作成するに当たって適宜定める。 

２ この通達において「特定日」とは、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする司法行政文書について、保存期間が

確定した場合における、管理通達記第４の３の⑹の定めによる当該司法行政文書の保存期間の起算日をいう。 

３ 保存期間の起算日が異なる同一種類の複数の文書が物理的に容易に分離できない形状で一体となっている場合には、保存期間の起算日

が最も遅い文書の起算日を保存期間の起算日とし、これらを一体として管理することができる。 

⒀ 官庁、公共団体

等との交際に関す

る業務 

 

ア 官庁、公共団体

等との交際に関す

る基本計画 

基本計画書 交際 ５年 

イ 官庁、公共団体

等との交際の実施

に関する文書 

実施計画書 

ウ 官庁、公共団体

等との交際の結果

が記載された文書 

結果報告書 

⒁ 庶務に関する業

務（⑴から⒀まで

に該当するものを

除く。） 

 

 

 

ア 事務取扱担当者

等の指定及び特定

個人情報等の取扱

区域の管理に関す

る文書 

事務取扱担当者の

指定書、取扱区域

の指定書、総括保

護管理者への報告

書 

個人番号関係

事務 

５年 

 

イ 保有個人情報等

の管理の状況等の

点検及び監査に関

する文書 

実施要領、実施結

果に係る報告文書 

保有個人情報

（点検監査） 

５年 

ウ 個人番号関係事

務に関する報告文

書 

報告書 保有個人情報

等の管理等 

３年 

エ 研究の実施等に

関する文書 

 

調査官研究費又は

医官研究費に係る

申請書及び通知書 

研究 ５年 

オ 庶務に関する業

務についての一時

的文書 

※ ※ ５年 

カ 司法行政文書開

示申出に関する文

書、保有個人情報

の開示申出に関す

る文書 

 

 

 

開示申出書、開示 

通知書（対象文書 

写しを含む。）又 

は不開示通知書、 

補正書、第三者に 

対する照会書、意 

見書、第三者に対 

する通知書 

開示 １年 

開示申出の対象と 

なった短期保有文 

書 

  

実施方法等申出書、 

実施手数料の返還

請求書、返還決裁

書 

 １０年 

キ 公益通報の処理

に関する文書 

送付書、報告書 公益通報 １年 

  

 

ク 保護通知書 保護通知書 

 

保護通知書 １年 

 

ケ 庶務に関する業

務についての一時

的文書 

※ 

 

※ 

 

１年 

 

コ ポータルサイト

掲載に関する文書 

ポータルサイト掲

載用資料 

ポータルサイ

ト掲載用資料 

常用 

  サ 庶務帳簿 別表第３のとおり  庶務帳簿 別表第３のとおり 

       



（別表第２）

１ 組織一般 裁判所の組織及び運営に関するもの
２ 司法修習生 司法修習生に関するもの
３ 執行官 執行官に関するもの
４ 調停委員等 調停官、調停委員、専門委員、司法委員、鑑定委

員、参与員、精神保健審判員及び精神保健参与員
に関するもの

５ 定員 職員の定員配置に関するもの
６ 検察審査会 検察審査会の組織及び運営に関するもの
７ ※ 検察庁、弁護士会その他１から６までに該当しな

い裁判所の組織に関連する事項に関するもの

８ 裁判官の任免、転補、報酬等 裁判官の任免、選考、転補、報酬等に関するもの

９ 裁判官以外の職員の任免、勤務
裁判所の指定

裁判官以外の職員（検察審査会の職員、執行官、
調停官、調停委員、専門委員、司法委員、鑑定委
員、参与員、精神保健審判員及び精神保健参与員
を含む。以下同じ。）の任免、選任、勤務裁判所
の指定等に関するもの

１０ 試験 裁判官以外の職員の試験、選考等に関するもの
１１ 人事評価 裁判官以外の職員の人事評価制度に関するもの
１２ 給与 俸給その他の給与、級別定数、給与簿等に関する

もの

１３ 恩給 恩給に関するもの
１４ 退職手当 退職手当に関するもの
１５ 災害補償等 災害補償等に関するもの
１６ 能率 能率（栄典及び表彰を含み、研修を除く。）に関

するもの

１７ 服務 服務に関するもの
１８ 研修 研修に関するもの
１９ 分限、懲戒 分限及び懲戒に関するもの
２０ 公平 人事に関する職員の苦情、異議等の申立て及びこ

れらの処理に関するもの

２１ 出張、招集 出張及び招集に関するもの
２２ ※ 人事報告、人事記録その他の８から２１までに該

当しない人事に関連する事項に関するもの

２３ 訟務一般 訟務一般に関するもの
２４ 民事 民事実体法及び民事訴訟、人事訴訟、民事非訟、

民事執行、破産、民事再生、人身保護その他の民
事に関するもの

２５ 商事 商事実体法及び会社更生、商事非訟その他の商事
に関するもの

２６ 調停 民事調停法その他の調停（家事調停を除く。）に
関するもの

２７ 行政事件 行政事件に関するもの
２８ 刑事 刑事実体法及び刑事訴訟、刑事補償、恩赦、刑事

施設その他の刑事並びに心神喪失等の状態で重大
な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律による審判等に関するもの

２９ 家事 家事事件手続法その他の家事に関するもの
３０ 少年 少年法その他の少年に関するもの
３１ 事件報告 裁判、審判及び調停の事件報告に関するもの
３２ 記録保存 裁判記録の保存に関するもの
３３ 訟務関連文書 ２３から３２までに該当しない訟務に関連する事

項に関するもの

３４ 会計一般 会計一般に関するもの

項番 該当する司法行政文書の範囲　　　　中分類



３５ 債権、収入 債権、歳入及び収入に関するもの
３６ 支出 歳出、支出及び予算に関するもの
３７ 物品及び役務 物品の管理及び役務に関するもの
３８ 営繕 営繕に関するもの
３９ 国有財産 国有財産の管理に関するもの
４０ 保管金、保管有価証券 保管金及び保管有価証券の取扱いに関するもの
４１ 保管物 民事保管物、押収物等の取扱いに関するもの
４２ ※ ３４から４１までに該当しない会計に関連する事

項に関するもの

４３ 裁判統計 裁判統計に関するもの
４４ ※ 裁判統計以外の統計に関するもの
４５ 公印 公印に関するもの
４６ 儀式典礼 儀式典礼及び行事に関するもの
４７ 会同、会議 会同及び会議に関するもの
４８ 事件報告 特殊事件の報告に関するもの
４９ 文書 文書の取扱いに関するもの
５０ 外事・庶務関連文書 外事関係及び４５から４９までに該当しない庶務

に関するもの

（備考）　※については、保存期間表を作成するに当たって適宜定める。
　



項番
業務に係る司法行政文書
の類型

司法行政文書の具体例 保存期間

１ 別表第１の１４の⑷のウ関
係

電子交付関係書類 常用

２ 別表第１の１４の⑷のウ、
⑹のウ関係

所得税及び住民税等の税金関係文書 ７年

３ 別表第１の１４の⑿のオ関
係

旧姓使用者台帳 常用

４ 別表第１の１４の⒀のウ関
係

兼業台帳 ３年

５ 旅行命令簿 ５年

６ 身分証明書交付申請書、身分証明書における旧姓使用申出書、
各証明申請書、証明に関する決裁文書

３年

７ 身分証明書再発行願 １年

８ 債権管理簿 常用

９ 消滅した債権に関する債権管理簿、債権整理簿、徴収簿、収納
未済整理簿、過誤納額整理簿、不納欠損整理簿、現金出納簿、
代理開始終止簿

５年

１０ 別表第１の１６の⑵のケ関
係

現金出納簿、小切手振出簿、代理開始終止簿、支出負担行為差
引簿、支出決定簿、前金払整理簿、概算払整理簿、前渡資金交
付整理簿、前渡資金出納簿、前渡資金整理簿、前渡資金科目別
整理簿、債権管理簿

５年

１１ 物品情報リスト、物品管理簿データ、物品出納簿データ、物品
供用簿データ

常用

１２ 物品管理簿、物品出納簿、物品供用簿 ５年

１３ 国有財産台帳、宿舎現況記録、宿舎・建物等情報データ、公務
員宿舎現況表

常用

１４ 廃止された宿舎に関する宿舎現況記録 ５年

１５ 別表第１の１６の⑺のコ関
係

当座預金出納簿、保管有価証券受払簿、保管票送付簿、現金出
納簿、小切手振出簿、代理開始終止簿

５年

１６ 別表第１の１６の⑻のエ関
係

民事保管物原簿、押収物送付票、押収通貨整理簿、押収物処分
簿、傍受の原記録原簿

５年

１７ 消防設備管理台帳、保全台帳 常用

１８ 児童手当受給者台帳、財形貯蓄等台帳 常用

１９ 児童手当受給者台帳（既済分）、財形貯蓄等台帳（既済分） ５年

２０ 官用車の運行に係る業務日誌、安全運転管理者が備え付ける日
誌、自動車運行表

１年

２１ 図書、雑誌及び官報の配布簿その他８から２０までに該当しな
い会計帳簿

３年

２２ 公印簿、公印の管理に関する帳簿、契印機の保管責任者につい
て定めた文書

常用

２３ 廃止公印簿、廃止した公印の管理に関する帳簿 ３０年

２４ ファイル管理簿 常用

別表第１の１６の⑶のケ関
係

別表第１の１８の⑸のカ関
係

（別表第３）

人事帳簿

会計帳簿

別表第１の１６の⑴のキ関
係

別表第１の１８の⑴のウ関
係

別表第１の１６の⑹のク関
係

庶務帳簿

別表第１の１４の⒇のウ関
係

別表第１の１６の⒀のイ関
係



２５ 事務記録帳簿保存簿、廃棄簿 ３０年

２６ 司法行政文書開示実施方法等申出書受理簿、保有個人情報の開
示実施方法等申出書受理簿

１０年

２７ 秘密文書管理簿 記載が終
了する日
に係る特
定日以後
５年

２８ 特殊文書受付簿、当直文書受付簿、送付簿 ３年

２９ 受理文書管理簿、起案文書管理簿 管理する
文書に同
じ

３０ 別表第１の１８の⑹のカ関
係

エントリーリスト 常用

３１ 事務処理の委任等に関する文書、個人情報ファイル簿、特定個
人情報ファイル台帳、個人番号申告者リスト、職員の住居に関
する届書つづり

常用

３２ 特定個人情報ファイル利用簿、廃棄簿（個人番号関係事務）、
庁舎外送付簿（個人番号関係事務）、送付簿（個人番号関係事
務）

３年

別表第１の１８の⑸のカ関
係

別表第１の１８の⒁のサ関
係



（別紙様式第１の１）（第２の２関係、受付日付印） 

 

 

 

 

（別紙様式第１の２）（第２の２関係、当直受付日付印） 

 

 

 

 

（別紙様式第１の３）（第２の５関係、受理印） 

 

 

 

 

 

（注） 

 １ 別紙様式第１は、ひな型を示した。 

 ２ 形状は、円形、長方形その他相当な形で差し支えない。 

  

総 務 課 

 時 分 

 受   付 

２５・１・１ 

当 直 

 時 分 

 受   付 

２５・１・１ 

 第   号 

○○課 

 受 理 

２５・１・１ 



（別紙様式第２） 

（第２の２関係、文書受付簿） 
 

受   付 
名 宛 人 差 出 人 文 書 番 号 文 書 の 表 示 受領確認 

月 日 時 刻 

・ ：      

・ ：      

・ ：      

・ ：      

・ ：      

・ ：      

 
（注） 

 １ 特殊文書受付簿及び当直文書受付簿に使用する。 

 ２ 書留郵便物の場合には、「文書番号」に引受番号を記載することにより、「差出人」及び「文書の表示」への記載を省略することができる。 

 ３ 「受領確認」は、署名等により確認した者を明らかにして行う。 

 

 

 

 

 

 

 
  



（別紙様式第３） 

（第３の６関係、送付簿） 
 

送 付 

月 日 
差 出 人 文 書 番 号 文 書 の 表 示 送 付 先 受領確認 

・      

・      

・      

・      

・      

・      

・      

・      

・      

・      
 

（注） 「受領確認」は、署名等により確認した者を明らかにして行う。 

 

 

 



標準文書保存期間基準（保存期間表）（　　課）

（注）
　１　「事項」は、司法行政文書を作成すべき事項を、業務ごとに記載する。
　２　「業務の区分」は、事項に係る業務をその段階ごとに区分して記載する。
　３　「業務に係る司法行政文書の類型」は、２により区分された業務に係る司法行政文書を類型化して記載する。
　４　「司法行政文書の具体例」は、２により区分された業務において、法令により作成が義務付けられている司法行政文書、慣行により作成されている司法行政文書等を記載する。

（第７の２関係、保存期間表）

（別紙様式第４）

事項 業務の区分
業務に係る司法行政文書
の類型

司法行政文書の具体例 名称
（小分類）

大分類

分類

　　令和　　年　　月　　日

保存期間
中分類



（別紙様式第５）

（第８の４関係、背表紙）

作成・取得年度
　　　　年度

大分類名・コード

中分類名・コード

名称(小分類)名・コード

（分冊数：　　/　  ）

保存期間

　　年

保存期間満了日

保存期間満了時の措置

作成・取得者

保存場所



（別紙様式第６） 

（第８の４関係、目録） 
 

文 書 の 日 付 文 書 番 号 文  書  の  要  旨 保 存 媒 体 丁 数 備   考 

・      

・      

・      

・      

・      

・      

・      

 
（注） 

 １ 「文書の要旨」には、文書の標題又は要旨を記載する。 

 ２ 「保存媒体」には、「電子」、「紙」等と記載する。 



（別紙様式第７）

（第９の１関係、ファイル管理簿）

司法行政文書ファイル管理簿

大分類 中分類

（注）
　１　「作成・取得年度等」は、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　
　２　「作成・取得者」は、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を、「○○課長」等と記載する。
　３　「起算日」は、ファイルの保存期間の始期である年月日を西暦で記載する。
　４　「保存期間」は、ファイルに設定された保存期間を記載する。ただし、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする司法行
　　政文書がまとめられたファイルについては、保存期間が確定するまでは、「特定日以後○○年」と記載し、保存期間が確定した後に確定した期
    間を記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、最初に設定した保存期間及び延長した保存期間を通算した期間に更新する。
　５　「保存期間満了日」は、ファイルの保存期間の満了する年月日を西暦で記載する。ただし、当該ファイルの保存期間が確定するまでは、「未
　　定」と記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、延長後の保存期間の満了する日に更新する。
　６　「保存媒体の種別」は、ファイルの保存媒体の種別を、「電子」、「紙」等と記載する。

　８　「管理者」は、ファイル管理簿の調製時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を、「○○課長」等と記載する。
　９　「備考」は、ファイルの保存期間を延長した場合に、当該ファイルに最初に設定した保存期間の満了する日及び延長した保存期間を記載する。

管理者 備考起算日 保存期間 保存期間満了日
保存媒体
の種別

　　庫」等と記載する。
　７　「保存場所」は、ファイルの保存場所を、「電子決裁システム」、「共有フォルダ」、「情報システム（システム名）」、「事務室」、「書

分類作成・
取得年
度等

名称
（小分類）

作成・取得者 保存場所



（別紙様式第８）

（第１１の２関係、廃棄簿）

令和　　年度廃棄簿

大分類 中分類

（注）
　１　「作成・取得年度等」は、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　
　２　「作成・取得者」は、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を、「○○課長」等と記載する。
　３　「起算日」は、ファイルの保存期間の始期である年月日を西暦で記載する。
　４　「保存期間」は、ファイルに設定された保存期間を記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、最初に設定した保存期間及び延長した保存期間を通算した期間に更新する。
　５　「保存期間満了日」は、ファイルの保存期間の満了する年月日を西暦で記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、延長後の保存期間の満了する日に更新する。
　６　「保存媒体の種別」は、ファイルの保存媒体の種別を、「電子」、「紙」等と記載する。

　８　「管理者」は、保存期間満了時に当該ファイルを管理していた文書管理者の官職名を、「○○課長」等と記載する。
　９　「保存期間満了時の措置結果」は、「廃棄」と記載する。
　１０　「廃棄日」は、ファイルの廃棄をした年月日を西暦で記載する。

保存期間
保存期間
満了日

保存媒体の
種別

保存期間
満了時の
措置結果

　　庫」等と記載する。
　７　「保存場所」は、ファイルの保存場所を、「電子決裁システム」、「共有フォルダ」、「情報システム（システム名）」、「事務室」、「書

分類作成・
取得年
度等

名称
（小分類）

作成・取得者 保存場所 管理者 廃棄日起算日


